
交 通 死 亡 事 故 多 発 警 報 発 令 要 綱 の 制 定 に つ い て

平 成 ４ 年 １ 月 2 0日

例 規 （ 交 企 ） 第 ３ 号

警 察 本 部 長

〔 沿 革 〕 平 成 15年 ２ 月 例 規 （ 交 企 ） 第 ６ 号 平 成 16年 ４ 月 例 規 （ 交 企 ） 第 27号

み だ し の 要 綱 を 次 の と お り 定 め 、 平 成 ４ 年 １ 月 １ 日 か ら 適 用 す る こ と と し た の で 、 運 用 上 誤 り の な

い よ う に さ れ た い 。

記

交 通 死 亡 事 故 多 発 警 報 発 令 要 綱

第 １ 趣 旨

こ の 要 綱 は 、 交 通 死 亡 事 故 が 多 発 傾 向 を 示 し た 場 合 に お け る 交 通 死 亡 事 故 多 発 警 報 （ 以 下 「 多 発

警 報 」 と い う 。 ） の 発 令 及 び こ れ に 伴 う 対 策 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る 。

第 ２ 多 発 警 報 の 発 令 及 び 種 別

１ 県 下 全 域 又 は 一 定 の 地 域 に お い て 、 交 通 死 亡 事 故 が 多 発 す る 場 合 は 、 多 発 警 報 を 発 令 し 、 交 通

死 亡 事 故 抑 止 の た め の 諸 対 策 を 集 中 的 に 実 施 す る も の と す る 。

２ 多 発 警 報 の 種 別 は 、 次 の と お り と す る 。

(１ ) 県 下 全 域 警 報

県 下 全 域 を 対 象 と し て 発 令 す る 多 発 警 報 を い う 。

(２ ) 方 面 別 警 報

千 葉 県 警 察 の 処 務 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 60年 本 部 訓 令 第 ５ 号 ） 第 90条 に 定 め る 署 の 方 面 別 編

成 表 に よ り 、 当 該 方 面 を 構 成 す る ２ 以 上 の 署 の 管 轄 区 域 を 対 象 と し て 発 令 す る 多 発 警 報 を い

う 。

(３ ) 高 速 道 路 交 通 警 察 隊 又 は 署 別 警 報

高 速 道 路 交 通 警 察 隊 （ 以 下 「 高 速 隊 」 と い う 。 ） 又 は 署 の 管 轄 区 域 （ 高 速 隊 に あ っ て は 管

轄 道 路 ） を 対 象 と し て 発 令 す る 多 発 警 報 を い う 。

第 ３ 発 令 権 者

多 発 警 報 の 発 令 権 者 は 、 次 の と お り と す る 。

(１ ) 県 下 全 域 警 報 本 部 長

(２ ) 方 面 別 警 報 交 通 部 長

(３ ) 高 速 隊 又 は 署 別 警 報 高 速 隊 長 又 は 署 長

第 ４ 多 発 警 報 の 発 令 基 準 及 び 発 令

１ 多 発 警 報 の 発 令 基 準 は 、 交 通 死 亡 事 故 多 発 警 報 の 発 令 基 準 （ 別 表 第 １ ） の と お り と す る 。

２ 発 令 権 者 は 、 交 通 死 亡 事 故 発 生 状 況 が 発 令 基 準 に 該 当 す る こ と と な っ た 場 合 は 、 特 別 の 事 情 が

あ る 場 合 を 除 き 多 発 警 報 を 発 令 す る も の と す る 。

３ 多 発 警 報 の 発 令 に 当 た っ て は 、 交 通 部 長 は 本 部 長 の 、 高 速 隊 長 及 び 署 長 は 交 通 部 長 の 意 見 を 聞

か な け れ ば な ら な い 。

４ 発 令 権 者 は 、 多 発 警 報 を 発 令 す る 場 合 は 、 多 発 警 報 発 令 通 報 系 統 図 （ 別 表 第 ２ ） に 従 い 、 各 関

係 機 関 、団 体 、報 道 機 関 等 に 対 し 、多 発 警 報 発 令 書（ 別 記 様 式 第 １ か ら 別 記 様 式 第 ３ ）を 送 付 し 、

通 知 す る も の と す る 。 た だ し 、 方 面 別 警 報 の 発 令 通 知 は 、 対 象 と な る 署 長 を 経 由 し て 行 う も の と

す る 。

第 ５ 期 間

１ 多 発 警 報 発 令 期 間

多 発 警 報 の 発 令 期 間 は 、 発 令 権 者 が そ の 都 度 決 定 す る も の と す る 。

２ 対 策 推 進 期 間

多 発 警 報 発 令 に 伴 う 対 策 の 推 進 期 間 は 、 お お む ね 10日 間 と し 、 な お 多 発 傾 向 が 継 続 し て い る 場

合 は 、 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。

第 ６ 非 常 事 態 宣 言 発 令 等 の 提 言

１ 県 に 対 す る 提 言



本 部 長 は 、 多 発 警 報 を 発 令 し て も 交 通 死 亡 事 故 の 減 少 傾 向 が 認 め ら れ な い 場 合 は 、 千 葉 県 交 通

安 全 対 策 推 進 委 員 会 に 対 し 、 交 通 事 故 多 発 非 常 事 態 に 伴 う 緊 急 対 策 実 施 要 綱 （ 平 成 ３ 年 11月 25日

千 葉 県 交 通 安 全 対 策 推 進 委 員 会 決 定 ）に 基 づ く 非 常 事 態 宣 言 を 発 令 す る よ う 提 言 す る も の と す る 。

２ 市 町 村 等 に 対 す る 提 言

高 速 隊 長 又 は 署 長 は 、 多 発 警 報 を 発 令 し て も 交 通 死 亡 事 故 の 減 少 傾 向 が 認 め ら れ な い 場 合 は 、

日 本 道 路 公 団 千 葉 管 理 事 務 所 長 又 は 市 町 村 長 に 対 し 緊 急 対 策 （ 非 常 事 態 宣 言 の 発 令 等 ） の 実 施 を

提 言 す る も の と す る 。

別 表 第 １ （ 第 ４ の １ ）

交 通 死 亡 事 故 多 発 警 報 の 発 令 基 準

区 分 発 令 基 準

県 下 全 域 警 報 １ 全 国 ワ ー ス ト １ 位 が 連 続 し て 一 定 期 間 継 続 し た と き 。

２ 全 国 ワ ー ス ト ２ 位 以 上 が 連 続 し て 一 定 期 間 継 続 し 、 下

位 と の 間 に 大 幅 な 格 差 が で き た と き 。

３ 死 者 の 累 計 が 前 年 に 比 べ る と 増 加 傾 向 に あ り 、 過 去 ５

年 間 の 平 均 死 者 数 を 大 幅 に 超 過 し た と き 。

方 面 別 警 報 死 者 の 累 計 が 前 年 に 比 べ る と 増 加 傾 向 に あ り 、 過 去 ５ 年

間 の 平 均 死 者 数 を 大 幅 に 超 過 し た と き 。

高 速 隊 又 は 署 別 警 報 死 者 の 累 計 が 前 年 に 比 べ る と 増 加 傾 向 に あ り 、 過 去 ５ 年

間 の 平 均 死 者 数 を 大 幅 に 超 過 し た と き 。

共 通 事 項 １ 死 者 の 累 計 が 前 年 に 比 べ る と 増 加 傾 向 に あ り 、 か つ 、

連 続 、 集 中 的 に 発 生 し た と き 。

２ 世 論 の 反 響 が 高 い 等 発 令 権 者 が 必 要 と 認 め た と き 。

「 以 下 別 表 等 省 略 」


